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○重点的に取り組む内容

1.市民への感染予防の呼びかけ（4ページ）

◆マスク会食の際などにおけるマスクの安全な外し方の周知（HP、SNS等）
（取り外しの際のリスクも説明）

◆人流の抑制につながる呼びかけ（大型連休期間の旅行や行楽自粛のお願い）

2.高齢者の感染防止対策の強化（8ページ）

◆高齢者施設等従業員に対する定期PCR検査の継続実施
◆高齢者施設等への医療用物資配付
◆高齢者の見守りと健康維持への支援

３.感染予防に取り組む飲食店への支援（13ページ）

◆感染防止対策用品の導入への支援

4.行政の取組（17ページ）

◆時差出勤による職員の接触低減
◆外部団体等との会議におけるオンラインの活用（原則）

資料2今後の本市の対応について



１. 感染防止に向けた市民等への呼びかけ
(4月5日～5月5日。大阪府新型コロナ警戒信号：赤【医療非常事態宣言発出】）

○市民へ次の内容を要請
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【第21回市対策本部会議開催時の内容 4月1日～4月21日】

● 少しでも症状がある場合、早めに検査を受診すること
● 4人以下※１でのマスク会食※2の徹底 ※1 家族や乳幼児・子ども、高齢者・障がい者の介助者などは除く

※2 疾患等によりマスクの着用が困難な場合などはこの限りでない

● 歓送迎会、宴会を伴う花見は控えること
● 首都圏（1都3県）との往来を自粛すること

【現在の要請内容 4月5日～5月5日】

● 大阪府全域における不要不急の外出・移動は自粛すること【4月8日から要請】
● 大阪府外への不要不急の外出・移動は自粛すること
● 営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りをしないこと
● 4人以下でのマスク会食の徹底
● 少しでも症状がある場合、早めに検査を受診すること
● 歓送迎会、宴会を伴う花見は控えること



（前頁要請に加え）

堺市から市民の皆さまへのお願い

～新型コロナウイルス感染症の急拡大を防ぎ、
ご自分と大切な人を守るため、次の行動をお願いします～

・人と話すときは、相手に感染させない、自分への感染を予防するために
必ずマスクを着用する

・家庭内にウイルスを持ち込まない、家族に感染させないために、会食や
人が多く集まる場所、イベントなど感染リスクの高いところから帰宅し
た後は、すぐに手指の消毒や手洗い、うがい、シャワーをする

・飲食店等を利用する場合も感染予防を意識する
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市民への感染予防の呼びかけ
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○マスクの着用やその必要性は一定周知・啓発されているが、マスク着脱の際
に気を付けることやリスクについては周知があまり行われていない

マスク会食の徹底が要請されている中、飲食店での感染リスクを抑えるうえから
「マスクの正しい着脱」についても広く周知を行い、行動変容を促す

○「人流の抑制」の観点から、「不要不急の外出・移動の自粛」の要請に加え、
市独自のお願いとして、ゴールデンウィーク期間中の旅行や行楽の自粛を要請

○周知については市HPのほか、SNS、防災行政無線や区広報車も効果的に活用



ゴールデンウィーク期間の市民の皆様へのお願い

～あなたと大切な人を守るため、次の行動をお願いします～

●旅行やレジャーは控えてください。

●家族など普段一緒にいる人と過ごしてください。
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○経済界へのお願い（特措法第24条第9項に基づく）
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● 従業員等に対し、営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りをしないよう
求めること

● 従業員等に対し、4人以下でのマスク会食の徹底を求めること

● 従業員等に対し、歓送迎会、宴会を伴う花見、研修時の懇親会を控えるよう求めること

● 「出勤者数の7割削減」をめざすことも含め、テレワークをより推進すること
出勤が必要となる職場でも、ローテーション勤務、時差出勤、自転車通勤などの取り組みを推進
すること

○大学等へのお願い（特措法第24条第9項に基づく）

● 学生に対し、営業時間短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りをしないよう
求めること

● 学生に対し、4人以下でのマスク会食の徹底を求めること

● 学生に対し、歓送迎会、宴会を伴う花見を控えるよう求めること

● 感染防止と面接授業・遠隔授業の効果的実施等により学修機会を確保すること

● 部活動、課外活動、学生寮における感染防止策などについて、学生等に注意喚起を徹底すること

● 年度当初に行われる行事（入学式等）は、人と人との間隔を十分に確保する等、適切な開催方法
を検討すること



感染拡大防止に向け、次の取組を継続。

○その他の市民への周知・啓発

①ホームページ、広報さかい、ＳＮＳによる市民への周知

②区広報車による巡回広報（平日2回：10時、15時～）

③防災行政無線による放送（毎日１回：11時） ⇒ （毎日2回：11時、16時）【4月8日～】

④啓発立看板の設置（主要駅及び区役所）

⑤感染予防ポスターの掲示（市関連施設、民間事業者施設）

⑥国の接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」や「大阪コロナ追跡システム」の
登録の呼びかけ
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期間：令和3年4月～6月 対象施設：445 施設 対象者数：約2万人

高齢者の感染防止対策の強化

1. 高齢者施設等従業員に対する定期PCR検査の継続実施

2. 高齢者施設等への医療用物資配付

物資
N95

マスク
ガウン

フェイス
シールド

消毒液 グローブ

数量 6,000 枚 54,000 枚 12,300 枚 3,330 リットル 3,030,000 枚

感染を早い段階で把握し、感染拡大リスクの減少、感染源となる不安等の
心理的負担を軽減

第4波における感染状況に鑑み、高齢者施設等に緊急支援
（対象：約650 施設）
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3. 高齢者の見守りと健康維持への支援
・外出自粛による孤立感、不安感の軽減のため、高齢者の単身世帯などに
対し、民生委員児童委員による電話等による見守り活動やワクチン接種の
勧奨を実施（対象者数：約2万人）
・日常生活圏域コーディネーター等による「脳トレプリント」の活用により、運動
不足や認知症予防のための取組を実施



2. 市主催イベントでの取組

○原則として、中止、延期、開催方法の変更（書面開催、WEB開催）とする。

開催する場合は以下の感染防止対策を徹底し、開催の要件（次頁）に基づきイベント等を開催。

①感染予防ガイドラインに基づく感染防止の徹底

②感染予防ポスターの掲示

③感染防止を呼びかける場内放送の実施

④国の接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」、大阪コロナ追跡システムの導入、又は名簿作成などの

追跡対策の徹底及び利用者への案内

⑤類似イベントでの感染の状況に応じて開催の自粛も検討

⑥全国的な移動を伴うイベント又は参加者が1,000 人を超えるようなイベントを開催する際に

は、そのイベントの開催要件等について、大阪府に事前に相談
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期間 収容率 人数上限

4月5日
から

5月5日

大声での歓声・声援等がないことを
前提としうるもの

・クラシック音楽コンサート、演劇
等、舞踏、伝統芸能、芸能・演芸、
公演・式典、展示会 等
・飲食を伴う発声がないもの
（※2）

大声での歓声・声援等が想定される
もの

ロック、ポップコンサート、スポー
ツイベント、公営競技、公演、ライ
ブハウス・ナイトクラブでのイベン
ト 等 5,000 人以下

100 ％以内
（席がない場合は適切な間隔）

50％（※1）以内
（席がない場合は適切な間隔）

※1 異なるグループ間では座席を1席空け、同一グループ（5人以内に限る）内では座席間隔を設けなくとも
よい。すなわち、収容率は50％を超える場合がある。

※2 「イベント中の食事を伴う催物」は、必要な感染防止策が担保され、イベント中の発声がない場合に限り、
「大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの」と取り扱うことを可とする。

○イベント開催の要件（適切な感染防止策が講じられていることが前提）
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期間 4月5日～５月5日

実
施
内
容

対象施設

【飲食店】
飲食店（居酒屋を含む）、喫茶店等（宅配・テークアウトサービスを除く）

【遊興施設※】
バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗

要請内容

（特措法第24条第9項に基づく要請）

○営業時間短縮（5～21時）を要請【酒類の提供は11時～20時30分まで】
○利用者へのマスク会食実施の周知及び正当な理由なく応じない利用者の

入場禁止（退場を含む）
○アクリル板の設置等
○上記のほか、特措法施行令第５条の５第１項各号に規定される措置

（従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、
手指の消毒設備の設置、事業所の消毒、施設の換気）

○ＣＯ２センサーの設置
○業種別ガイドラインの遵守を徹底
○カラオケ設備の利用自粛（飲食を主とする店舗で、カラオケ設備がある店）

※ 遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象。
ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請の対象外。

▶催物の開催制限に係る施設は、イベントの開催要件を守ること。（協力依頼）

3. 施設について（大阪市以外の市町村への要請内容） ※府有施設を含む
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※ 遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象。
ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請の対象外。

【協力依頼（大阪市以外の市町村）】 ※要請期間４月９日～５月５日

対象施設 協力依頼内容

運動施設、遊技場

以下の内容について、協力を依頼
・営業時間短縮（５時～21時）

ただし、酒類の提供は11時～20時30分
・催物の開催制限に係る施設はイベントの

開催要件を守ること。
・入場者の整理誘導等を行うこと。

劇場、観覧場、映画館又は演芸場

集会場又は公会堂、展示場

博物館、美術館又は図書館

ホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る）

遊興施設※

以下の内容について、協力を依頼
・営業時間短縮（５時～21時）

ただし、酒類の提供は11時～20時30分
・入場者の整理誘導等を行うこと。

物品販売業を営む店舗（1,000 ㎡超）（生活必需
物資を除く）

サービス業を営む店舗（1,000 ㎡超）（生活必需
サービスを除く）



感染予防に取り組む飲食店への支援

＜参考＞飲食店等が行う感染拡大防止の取り組み支援（大阪府）

【制度概要】 市内飲食店に対し、感染予防対策を目的とする物品購入に必要な経費の支援を実施

【補助上限額】 5万円

【対象品目】 感染予防対策消耗品（マスク、消毒液）のほか、以下の物品を対象

○接触感染予防対策
非接触体温計、サーモカメラ、非接触消毒液ディスペンサー

○換気による感染予防対策
空気清浄機、サーキュレーター

※これらの物品は店内など飲食店の業務での使用に限定

※マスク、消毒液のみを購入の場合も対象とするが、補助上限の設定を検討中

【大阪府全域】

○飲食店の感染予防対策支援策

申請期間や申請方法等の詳細は、後日、大阪府ホームページで公表します。

∫ χԐ ˢⱲ ᵰχ ḯϚˣ
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○市内主要駅周辺、市内幹線道路沿いの飲食店等の営業状況調査（参考）

（4月12日時点）

●市内各区主要駅周辺

◆方法 21時以降の営業状況について、危機管理室員による目視調査

◆状況 堺区 堺東駅周辺（約230 店舗） 協力比率：98％

堺駅周辺 （約170 店舗） 協力比率：95％

※中区（深井駅周辺）、東区（北野田駅周辺）、西区（鳳駅周辺）、

南区（光明池駅周辺）、北区（中百舌鳥駅周辺）、美原区につい

ても順次実施

●市内幹線道路沿い

◆実施日時 令和3年4月1日（木）～4月4日（日）21時00分～22時00分

◆方法 消防車両による調査

◆状況 市内 約760 店舗中575 店舗が協力 協力比率：76％ ※

※車両走行による目視調査のため、テイクアウト・デリバリー店は営業中として計上

14



４. 市有施設等での取組

○以下の取組を継続。

①感染予防ガイドラインに基づく感染防止の徹底

②感染予防ポスターの掲示

③感染防止を呼びかける館内放送の実施

④国の接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」、大阪コロナ追跡システムの導入、又は名簿作成など

の追跡対策の徹底及び利用者への案内

⑤同種の施設での感染発生の状況に応じた施設の一部休館及び閉館の検討

⑥堺市管理の無料バーベキューエリア（3箇所※）は、3月18日から5月16日まで利用休止
※原池公園（中区）、舟渡池公園（美原区）、海とのふれあい広場（堺区）

⑦桜のある主要27公園と内川・土居川の河川敷で「宴会を伴う花見の自粛」を要請
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●開館時間は21時までとする。

●感染拡大防止の観点から、以下の施設については、次のとおりとする。
・Minaさかい 市民交流広場：飲食を伴うイベント等の利用を休止
・海とのふれあい広場：バーベキュー広場の利用休止に加え、ドッグランについても

利用休止

●以下の取組については引き続き実施。
①新大浜体育館

トレーニング室の利用を予約制にし、同時に利用する人数を20名程度に制限
（その他全体育館のトレーニング室についても、時間制限を行い一度の利用者数を制限）

②堺市博物館
学芸員の展示解説について、新たにワイヤレスシステムを利用して実施することにより、
学芸員と観覧者と2メートル以上の距離を取って対応

③フェニーチェ堺
大・小ホールの座席について、利用後の消毒作業を省力化できるように抗菌加工

④百舌鳥古墳群ビジターセンター
シアターについて、20名の人数制限を徹底

●その他各施設において追加の感染拡大防止対策実施の検討
（ サーモグラフィー、空気清浄機、非接触型消毒液スタンドの設置、手洗いの自動水栓化等）
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市有施設等の運営について



5. 行政の取組

○感染拡大の防止等の観点から、以下の取組を徹底することにより、市民と職員、

職員同士の接触機会を減少。

①職員間の夜の会食は行わない【職員以外（家族を除く）との会食も控える】

②「堺スタイルの働き方」を実施

③テレワーク（在宅勤務）の推進

④時差出勤による職員の接触低減（目標：2割）

⑤外部団体等との会議におけるオンラインの活用（原則）

⑥職場の一斉換気の実施やパーテーション等の設置
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6. 学校園の取組

○園児、児童、生徒の安全を守るため、以下の感染防止対策を徹底。

※学校園からの感染者等発生時の当該校園の休業措置は、感染リスクを勘案して決定
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①文部科学省マニュアル「学校の新しい生活様式」の地域の感染レベル2に応じた

対応を継続

②学校活動中の「3密」回避の徹底

③感染リスクの高い学習活動は行わない（部活動も同様）

④園児、児童、生徒のみならず教職員の昼食喫食時の感染防止対策を一層徹底

⑤学校園施設での接触機会低減・外出自粛を促すため学校施設開放事業を中止

（４月10日～５月５日）



7. こども園の取組

○ 園児の安全を守るため、以下の感染防止対策を徹底。

①感染拡大を予防する「堺スタイル」の実践

②感染予防ポスターの掲示（民間保育施設にはポスターの掲示の協力要請）

※通園児、保育者等に陽性者が出たときは、感染拡大防止のため、発生園の臨時休園

等を行うことがある。
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